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研究論文

五
世
紀
に
お
け
る
淀
川
水
系
の
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
地
域
社
会

|
応
永
一
九
年
北
野
社
一
切
経
書
写
を
手
が
か
り
に
|

は
じ
め
に

延
暦
三
年
(
七
人
四
)
の
長
岡
京
遷
都
に
よ
る
副
都
難
波
京
の
廃
絶
、
翌
年
の
一
一
一

国
川
開
削
以
後
、
中
世
に
い
た
る
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
受
け
て

筆
者
は
こ
れ
ま
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
難
波
京
廃
絶
が
直
ち
に
都

市
機
能
そ
の
も
の
の
衰
退
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
九
世
紀
前
半
ま
で
は

摂
津
国
府
の
管
理
下
で
津
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
瀬
戸
内
海
か
ら
平
安
京

へ
の
交
通
路
は
次
第
に
三
国
川
(
神
崎
川
)
ル

I
ト
が
重
要
と
な
り
、
天
長
二
年

(
入
二
五
)
に
大
川
以
南
四
郡
(
東
生
・
西
成
・
百
済
・
住
吉
)
の
和
泉
国
へ
の
管
轄

替
え
と
国
府
の
移
転
が
計
画
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
激
し
い
反
対

運
動
が
巻
き
起
こ
り
郡
移
管
は
撤
回
さ
れ
、
国
府
も
承
和
一
一
年
(
八
四
四
)
に
大

川
沿
い
に
戻
さ
れ
た
。
そ
の
反
対
運
動
の
中
心
は
住
吉
社
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

大
阪
湾
交
通
に
強
い
影
響
力
を
持
ち
国
府
と
対
抗
し
て
い
た
。

国
府
に
よ
り
管
理
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
神
崎
川
河
口
部
は
諸
権
門
の
無

秩
序
な
進
出
を
招
き
拠
点
が
乱
立
し
た
が
、

一
三
世
紀
後
半
に
は
尼
崎
が
広
域
地

大

村

拓

生

名
と
し
て
成
立
し
港
湾
都
市
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

大
川
河
口
部
は
土
砂
堆
積
が
進
行
す
る
こ
と
で
次
第
に
海
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難

に
な
る
一
方
で
、
京
か
ら
の
河
川
交
通
と
四
天
王
寺
・
熊
野
参
詣
道
の
接
点
と
し

て
渡
辺
津
が
成
立
し
、
弱
体
化
し
た
摂
津
国
府
に
代
わ
り
王
権
と
直
結
し
た
渡
辺
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党
が
そ
れ
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
三
世
紀
に
は
恒
常
的
な
架
橋
が
維
持

さ
れ
、
広
域
地
名
「
渡
部
」
と
し
て
兵
庫
嶋
・
尼
崎
と
並
び
「
摂
津
一
一
一
ヶ
関
」
の

一
つ
と
な
る
が
、

一
四
世
紀
半
ば
以
後
は
広
域
地
名
と
し
て
は
天
満
宮
の
呼
称
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
「
中
嶋
」
が
一
般
化
し
地
域
の
中
核
都
市
と
し
て
確
立
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
大
阪
湾
と
の
接
点
に
位
置
す
る
野
田
・
福
島
、

一
三
世
紀
に
多

数
の
宗
教
勢
力
の
拠
点
を
上
町
台
地
西
端
に
抱
え
四
天
王
寺
西
門
と
の
聞
に
門
前

町
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
台
地
膝
下
の
今
宮
と
も
つ
な
が
っ
た
広
域
地
名
「
天

王
寺
」
な
ど
が
存
在
し
た
た
め
で
、
そ
れ
ら
全
体
を
「
大
阪
地
域
に
存
在
し
た
都

市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
五
世
紀
末
に
建
立
さ
れ
た
大
坂
御
坊
が
一
六
世
紀
半
ば
に
本
願
寺
寺
内
町
と

し
て
発
展
す
る
ま
で
は
、
上
町
台
地
周
辺
で
も
っ
と
も
大
規
模
な
拠
点
都
市
が
天



王
寺
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
態
に

つ
い
て
は
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
そ
の
解
明
に
は
困
難
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
重

要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
こ
れ
ら
の
都
市
に
成
立
し
た
寺
院
を
通
じ
た
結
び
つ

き
で
、
本
稿
で
は
応
永
一
九
年
(
一
四
二
一
)
に
書
写
さ
れ
た
北
野
杜
一
切
経
奥
書

を
手
が
か
り
に
こ
の
課
題
を
追
及
し
た
い
。

応
永
一
九
年
北
野
社
一
切
経
書
写
事
業
の
概
要

応
永
一
九
年
北
野
杜
一
切
経
書
写
事
業
と
は
、
讃
岐
虚
空
蔵
院
の
覚
蔵
坊
増
範

が
勧
進
募
縁
し
、
各
地
の
浄
侶
を
集
め
て
、
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
五
ヶ
月
と
い

う
短
期
間
で
、
北
野
経
王
堂
で
書
写
さ
れ
た
一
切
経
の
こ
と
で
あ
る
。
経
王
堂
は

明
徳
の
乱
の
犠
牲
者
を
弔
う
た
め
に
戦
場
と
な
っ
た
内
野
で
行
わ
れ
た
足
利
義
満

一五世紀における淀川水系の寺院ネットワークと地域社会〔大村〕

主
催
の
施
餓
鬼
会
を
起
源
と
す
る
、
千
人
の
経
僧
が
法
華
経
一
万
部
を
読
経
す
る

万
部
経
会
の
道
場
と
し
て
、
義
満
に
よ
っ
て
応
永
一

O
年
(
一
四
O
三
)
に
建
立
さ

れ
た
。

一
切
経
そ
の
も
の
は
北
野
天
満
天
神
法
楽
の
た
め
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、

当
初
は
北
野
社
の
経
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
は
大
報
恩
寺
の
僧
が
経

蔵
と
経
王
堂
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
期
に
大
報
恩
寺
に
移

さ
れ
た
と
い
う
。
昭
和
五
十
六
年
(
一
九
八
一
)
六
月
九
日
に
「
北
野
経
王
堂
一
切

経
応
永
十
九
年
書
写
(
内
補
写
経
二
百
三
十
二
帖
)
」
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、
総
数
五

O
四
人
帖
の
う
ち
、
応
永
書
写
経
は
四
人
一
六
帖
に
の
ぼ
る
。
そ
の

大
部
分
に
は
奥
書
が
記
さ
れ
、
当
時
掌
握
さ
れ
て
い
た
流
出
分
と
合
わ
せ
て
一
九

五
七
年
刊
行
の
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
一
六
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
書
写

事
業
と
そ
れ
を
主
催
し
た
覚
蔵
坊
増
範
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
に
関
与
し
た
白
井
信

義
氏
の
先
駆
的
研
究
が
あ
明
、
近
年
は
梅
津
亜
希
子
氏
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
の
解

明
が
進
め
ら
れ
て
い
お
。

奥
書
の
形
式
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
く
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
か
ら
、

執
筆
者
の
人
名
の
み
を
記
し
た
も
の
、
国
名
・
所
在
の
郡
も
し
く
は
荘
園
名
・
寺

社
名
・
坊
名
・
阿
閤
梨
や
金
剛
仏
子
や
住
侶
な
ど
と
い
っ
た
称
号
・
法
名
・
年
齢

ま
で
記
さ
れ
た
も
の
ま
で
多
様
で
、
同
一
人
物
で
も
常
に
同
じ
形
式
で
記
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
国
名
と
執
筆
者
名
の
み
で
、
所
属
が
不
明
な
も
の
も

多
数
あ
る
。

一
部
に
は
校
正
者
の
名
前
が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

記
載
さ
れ
て
い
な
い
方
が
多
い
。
書
写
は
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
六
百
巻
の
一

O
巻

単
位
に
次
の
書
写
者
に
交
代
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、

一
巻
ご
と
に
異
な
る
書
写

者
が
登
場
す
る
場
合
も
あ
り
、
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一
O
で
割
り
切
れ
な
い
経
巻
の
場
合
は
違
う
単
位

で
交
代
す
る
場
合
も
あ
る
。
書
写
者
の
な
か
に
は
五

O
巻
以
上
で
名
前
が
見
え
る

も
の
が
い
る
一
方
で
、

一
巻
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。

ま
た
奥
書
が
記
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
複
数
巻
の
書
写
を
続
け
て
行
つ

た
た
め
省
略
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
全
て
が
そ
う
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
写
真
帳
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
お
。
た

だ
し
写
真
帳
に
は
経
巻
全
文
が
撮
影
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
無
署
名
の
書
写
者
の

確
定
が
困
難
な
も
の
も
多
数
あ
り
、
後
筆
か
ど
う
か
の
判
断
も
難
し
く
、

一
部
の

奥
書
に
つ
い
て
は
写
真
そ
の
も
の
も
見
当
た
ら
ず
、
全
巻
に
つ
い
て
確
認
す
る
だ

け
の
時
間
的
余
裕
も
も
て
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
以
下
に
挙
げ
る
デ

I
タ
は
基
本

的
に
は
刊
本
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
不
確
定
な
要
素
を
残
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
断
っ
て
お
き
た
い
。
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さ
て
本
奥
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
広
範
な
範
囲
の
書
写
者
が
み
え
る
こ
と
で
、

国
名
に
つ
い
て
は
後
筆
の
可
能
性
を
残
す
越
前
を
含
め
て
二
六
ヶ
固
に
及
び
、
寺

院
名
に
つ
い
て
は
八
人
ヶ
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
増
範
の
出

身
地
で
あ
る
讃
岐
が
も
っ
と
も
多
く
一
六
ヶ
寺
・
三
六
名
が
七
四
八
巻
以
上
に
関

与
し
て
い
お
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
の
が
摂
津
で
二
一
ヶ
寺
・
二
四
名
が
七
二
八
巻

以
上
と
な
り
、
以
下
で
関
与
し
て
い
る
巻
数
の
多
い
順
に
並
べ
る
と
、
河
内
が
八

ヶ
寺
・
一

O
名
・
三
七
九
巻
、
備
中
が
五
ヶ
寺
・
一
一
名
・
三
七
四
巻
、
伊
勢
が

四
ケ
寺
・
一

O
名
・
三
六
七
巻
、
阿
波
が
五
ヶ
寺
・
人
名
・
二
九
六
巻
、
大
和
が

人
ケ
寺
・
一
四
名
・
二

O
二
巻
、
尾
張
が
五
ケ
寺
・
人
名
・
一
九
二
巻
、
美
作
が

四
ケ
寺
・
五
名
・
一
三
五
巻
、
丹
波
が
三
ケ
寺
・
人
名
・
二
一
七
巻
、
但
馬
が
四

ヶ
寺
・
四
名
・
一
二
四
巻
、
薩
摩
が
二
名
・
一
一
一
巻
、
山
城
が
五
ヶ
寺
・
六
名
・

八
一
巻
、
播
磨
が
ニ
ヶ
寺
・
五
名
・
六
六
巻
、
近
江
が
二
ヶ
寺
・
二
名
・
五
六
巻
、

土
佐
が
一
名
・
四
九
巻
、
紀
伊
が
一
ヶ
寺
・
四
名
・
三
六
巻
、
淡
路
が
一
ヶ
寺
・

二
名
・
二
七
巻
、
日
向
が
二
ケ
寺
・
二
名
・
一
一
一
一
一
巻
、
伊
予
が
一
ヶ
寺
・
一
名
・

二
O
巻
、
肥
前
が
一
ヶ
寺
・
二
名
・
二

O
巻
、
安
芸
が
一
ヶ
所
・
一
名
・
二
二
巻
、

越
後
が
一
ヶ
寺
・
一
名
・
一
一
巻
、
備
前
が
一
ヶ
寺
・
一
名
・
九
巻
、
和
泉
と
越

前
が
一
ヶ
寺
・
一
名
・
四
巻
で
、
所
属
が
全
く
不
明
な
も
の
が
そ
れ
以
外
に
四
二

名
が
確
認
さ
れ
た
。

書
写
者
は
越
後
お
よ
び
九
州
の
肥
前
・
日
向
・
薩
摩
を
除
く
一
一
一
一
一
ヶ
国
は
守
護

が
在
京
原
則
を
も
っ
地
域
で
、
そ
の
な
か
で
も
尾
張
・
伊
勢
か
ら
瀬
戸
内
東
部
と

い
う
京
都
へ
の
求
心
性
が
高
い
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
当
時
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
濃
淡
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
美
濃
・
伊
賀
・
若
狭
・

丹
後
は
全
く
確
認
で
き
ず
、
山
城
も
意
外
と
少
な
い
。
ま
た
讃
岐
・
備
中
・
阿
波
・

丹
波
・
土
佐
・
淡
路
・
備
前
(
児
島
郡
新
熊
野
山
の
み
)
・
和
泉
は
何
れ
も
細
川
一
門
を

守
護
と
し
て
お
り
、
書
写
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な

ぃ
。
薩
摩
二
名
に
つ
い
て
は
谷
山
郡
と
あ
る
だ
け
で
寺
院
名
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

遠
隔
地
に
つ
い
て
は
在
京
し
て
い
た
僧
が
何
か
ら
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
よ
っ

て
、
書
写
に
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
伊
勢
金
剛
寺
・
摂
津

安
曇
寺
・
摂
津
昆
陽
寺
・
摂
津
槻
峯
寺
・
摂
津
鷲
林
寺
・
大
和
長
岳
寺
・
丹
波
清

瀧
寺
・
播
磨
明
王
寺
・
備
中
惣
持
院
・
備
中
遍
照
寺
・
讃
岐
虚
空
蔵
院
・
讃
岐
道

隆
寺
か
ら
は
三
名
以
上
が
書
写
に
加
わ
っ
て
お
り
、
寺
院
間
(
も
し
く
は
そ
こ
に
入

り
込
ん
で
い
る
一
門
流
)
の
強
い
結
び
つ
き
を
背
景
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
寺
院
の
立
地
が
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
「
山
の
寺
」
よ
り
も
、

38 

む
し
ろ
港
町
と
関
係
が
深
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
増
範
が
出
身
の
讃
岐
で
は
近
世

高
松
城
下
町
の
前
身
と
さ
れ
る
野
原
を
冠
す
る
福
成
寺
・
極
楽
寺
・
無
量
寿
院
と

い
っ
た
名
前
が
見
え
、
室
町
期
の
姿
を
知
る
重
要
な
史
料
と
さ
れ
て
い
お
。
ま
た

増
範
の
兄
弟
子
だ
と
さ
れ
讃
岐
・
備
前
で
勧
進
活
動
を
行
っ
た
増
昨
ゆ
か
り
の
寺

院
は
、
港
湾
都
市
へ
の
立
地
が
多
い
と
さ
れ
、
海
上
交
通
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
視
点
で
他
の
地
域
を
み
て
み
る
と
、
越
後
沼
垂
の
宝
持
寺
、

尾
張
大
須
の
真
福
寺
、
同
萱
津
の
新
長
谷
寺
、
伊
勢
山
田
の
宝
雲
寺
、
和
泉
堺
の

念
仏
寺
、
備
中
府
中
の
惣
社
天
神
・
観
音
寺
、
同
笠
岡
の
遍
照
寺
、
安
芸
沼
田
の

安
養
寺
、
阿
波
撫
養
の
西
福
寺
な
ど
、
中
世
都
市
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
地
名
に

突
き
当
た
お
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
著
名
な
も
の
で
な
く
て
も
、
地
域
社
会
の
中
心
的

な
位
置
に
立
地
す
る
寺
院
が
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
た
。
そ
の
点
で
こ
の
書
写
事



業
は
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
人
的
紐
帯
に
よ
っ
て
実
現

し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
が
、
摂
津
・
河
内
の
淀
川
水
系
寺
院
で
あ
り
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

北
野
社
一
切
経
奥
書
に
見
え
る
淀
川
水
系
寺
院

(
1
)
北
河
内

北
野
社
一
切
経
奥
書
に
見
え
る
淀
川
水
系
寺
院
は
淀
川
中
流
域
の
北
河
内
・
大

川
流
域
・
猪
名
川
水
系
の
三
領
域
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て

検
討
し
た
い
。

ま
ず
河
内
固
と
し
て
登
場
す
る
も
の
の
う
ち
、
校
者
と
し
て
多
数
登
場
す
る
観

心
寺
瀧
尊
、
国
名
の
み
し
か
わ
か
ら
な
い
慶
海
・
長
賢
を
除
く
七
名
は
、
淀
川
左
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岸
に
位
置
す
る
北
河
内
の
地
名
を
冠
し
て
い
る
。

祐
甚
書
写
結
縁
了
」

「
河
州
十
七
ケ
所
内
葛
原
庄
ノ

(
摩
詞
僧
祇
律
巻
第
一
、
一
一
一
一
六
町
一
な
ど
六
巻
で
確
認
で
き
る

祐
甚
は
、
幕
府
御
料
所
と
し
て
知
ら
れ
る
河
内
一
七
ヶ
所
に
属
す
る
葛
原
荘
の
僧

侶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
的
。

「
河
内
国
対
馬
江
庄
広
度
寺
住
良
盛
之
」

(
議
伽
師
地

論
巻
第
五
十
六
、
三
三
頁
)
な
ど
三
七
巻
で
確
認
で
き
る
良
盛
は
、
同
じ
く
一
七
ケ

所
に
属
す
る
対
馬
江
荘
に
立
地
し
た
広
度
寺
の
住
僧
で
あ
る
。
対
馬
江
荘
は
葛
原

と
隣
接
し
て
お
り
、
何
れ
も
近
世
に
は
同
名
の
村
と
し
て
存
続
し
九
ヶ
所
と
い
う

枠
組
み
を
構
成
す
る
。
広
度
寺
は
近
世
対
馬
江
村
で
は
確
認
で
き
ず
恐
ら
く
中
世

末
ま
で
に
廃
寺
に
な
っ
た
荘
祈
願
寺
的
性
格
を
有
す
る
寺
院
だ
と
考
え
ら
れ
、
祐

甚
も
葛
原
荘
の
同
様
の
寺
院
に
所
属
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
河
内
国
上

仁
和
寺
実
清
」

(
中
阿
合
経
巻
第
二
十
二
、
二
六
五
頁
)
な
ど
一
一
巻
で
確
認
で
き
る

実
清
の
所
属
す
る
上
仁
和
寺
も
、
葛
原
・
対
馬
江
と
隣
接
す
る
河
内
一
七
ヶ
所
の

一
つ
で
、
近
世
に
は
仁
和
寺
村
と
し
て
同
じ
く
九
ヶ
所
に
属
し
た
。

ま
た
「
河
内
邦
茨
田
郡
嶋
入
十
七
ケ
所
内
池
田
郷
内
生
土
、
今
者
和
泉
国
大
鳥

郡
塩
穴
郷
開
口
村
境
南
庄
念
仏
寺
住
侶

大
法
師
弘
賢
春
秋
コ
一
九
l
」

(
薩
遮
尼
乾

子
受
記
経
巻
第
五
、
二
石
頁
)
な
ど
四
巻
で
確
認
で
き
る
弘
賢
は
、
堺
念
仏
寺
に
属

し
和
泉
国
で
唯
一
確
認
で
き
る
も
の
だ
が
、
出
身
は
葛
原
荘
の
東
に
位
置
し
て
室

町
期
に
は
一
七
ケ
所
・
近
世
に
は
九
ケ
所
に
属
す
る
池
田
郷
で
あ
る
こ
と
が
特
記

さ
れ
る
。
こ
れ
は
弘
賢
の
書
写
事
業
へ
の
結
縁
が
一
七
ケ
所
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
拠
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

「
河
内
国
茨
田
郡
大
庭
庄
長
福
寺
住
金

剛
仏
子
良
忠
令
書
写
」

(
説
一
切
有
部
識
身
足
論
巻
第
十
、
三
六
九
頁
)
な
ど
一
一
一
巻

で
確
認
さ
れ
る
良
忠
が
所
属
す
る
大
庭
荘
も
、
近
世
に
は
九
ケ
所
と
別
に
大
庭
庄
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と
い
う
枠
組
み
を
構
成
す
る
が
、
室
町
期
に
は
一
七
ケ
所
の
一
つ
で
仁
和
寺
の
南

西
に
立
地
す
る
。
長
福
寺
も
中
世
末
ま
で
に
廃
寺
と
な
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
当
該
期
に
は
地
域
の
有
力
寺
院
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

「
河
州
茨
田
郡
於
金
威

徳
院
西
方
院
住
位

金
剛
仏
子
賢
盛
」

(
阿
昆
達
磨
大
昆
婆
抄
論
巻
第
一
、
三
人
一
頁
)

な
ど
二
三
巻
で
確
認
さ
れ
る
賢
盛
の
所
属
す
る
金
威
徳
院
に
つ
い
て
は
、
全
く
詳

細
は
不
明
だ
が
茨
田
郡
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
七
ヶ
所
内
に
位
置
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
懸
筆
河
内
国
上
田
庄
薬
師
寺
学
侶
心
海
書
了
」

(
消
除
障
難
随
求
陀
羅

尼
経
ほ
か
、
五
O
四
頁
)
な
ど
三
四
巻
で
確
認
で
き
る
心
海
の
属
す
る
上
田
荘
に
つ

い
て
も
、
中
世
に
は
北
野
社
領
入
ヶ
所
に
属
し
て
い
る
も
の
の
、
近
世
に
は
九
ケ

か
み
だ

所
の
一
つ
を
構
成
す
る
神
田
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
対
馬
江
の
南
に
立
地
す
る
。
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頁
)
か
ら
、
東
成
郡
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
拙
稿
で
触
れ
た
渡

辺
国
分
寺
・
渡
辺
天
満
宮
、
さ
ら
に
は
薬
師
堂
(
『
古
今
著
聞
集
』
六
九
五
)
な
ど
渡

辺
を
冠
す
る
多
数
の
寺
社
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
安
曇
寺
(
仏
勝
寺
)
は
そ
の

な
か
で
も
有
力
寺
院
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

次

摂
ナトl
東
城
郡
志
宜
森
法
安
寺
住
人
A 

毒
写
之

右
筆
覚
祐
」

(
弥
勅
菩
薩

所
間
経
論
巻
第
二
、
二
二
O
頁
)

「
摂
州
東
那
郡
志
宜
座
法
安
寺
大
法
師
覚
祐
令
書

写
之
」
(
仏
本
行
集
経
巻
第
四
十
八
、
三
O
八
頁
)

「
摂
州
東
那
郡
志
宜
森
法
円
寺
覚

祐
筆
者
」

(
法
苑
珠
林
巻
第
五
十
二
、
四
九
三
頁
)
な
ど
二
五
ヶ
所
に
名
前
が
見
え
る

の
が
覚
祐
で
あ
る
。
表
記
が
や
や
不
安
定
で
あ
る
が
、
志
宜
森
に
法
安
寺
と
い
う

寺
院
が
立
地
し
そ
こ
に
所
属
す
る
覚
祐
が
書
写
事
業
に
結
縁
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

法
安
寺
は
聖
徳
太
子
建
立
と
い
う
伝
承
を
有
す
る
生
国
魂
社
神
宮
寺
で
、

一
時
衰

退
す
る
も
応
永
年
間
に
再
興
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
大
坂
城
建
設
の
た
め
移
転
さ

せ
ら
れ
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
生
国
魂
社
と
も
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
の
立

地
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
法
円
坂
と
い
う
地
名
が
法
安
寺
の
転
嫁
し
た
も

の
と
い
う
説
が
あ
る
が
、

一
ヶ
所
の
み
だ
が
法
円
寺
と
い
う
表
記
が
存
在
す
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
前
述
の
安
曇
寺
か
ら
仏
勝
寺
へ
の
展
開
と
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、

長
講
堂
領
志
宜
寺
の
存
在
で
あ
る
。
建
久
二
年
(
二
九
一
)
作
成
の
注
文
に
よ
る

と
、
毎
月
一
七
日
に
「
廻
御
莱
」
を
、

「
日
吉
御
幸
己
下
料
」
と
し
て
臨
時
人
夫

を
、
兵
士
一
人
を
「
六
月
御
倉
」
に
、

「
移
花
十
枚
」
の
納
入
が
定
め
ら
れ
て
お

り
(
『
鎌
倉
遺
文
』
一
巻
五
五
六
号
)
、
翌
年
に
は
高
階
栄
子
に
対
し
て
他
の
所
領
と

と
も
に
一
国
平
均
役
が
一
括
免
除
さ
れ
て
い
る
(
「
同
』
二
巻
五
人
四
号
)
。
安
曇
寺

と
同
じ
く
権
門
の
末
寺
志
宜
寺
が
、
後
に
別
の
法
流
を
受
容
し
た
こ
と
で
法
安
寺

と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
右
筆
摂
州
志
宜
森
正
法
寺
覚
禅
」

(
菩
薩
地
持
経
巻
第
五
、
三
人
O
頁
)

と
い
う
奥
書
か
ら
、
法
安
寺
と
別
に
正
法
寺
と
い
う
寺
院
が
志
宜
森
を
冠
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
覚
禅
の
名
前
は
二
六
ケ
所
で
確
認
さ
れ
る
が
摂
津
国
以
上
の

情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
ケ
所
の
み
で
、
覚
禅
と
別
に
「
右
筆
摂
州
正
法
寺

信
盛
」

(
菩
薩
善
戒
経
巻
第
二
、
二
O
四
頁
)
な
ど
五
三
ヶ
所
に
は
信
盛
と
い
う
名
前

が
見
え
る
が
こ
ち
ら
に
は
そ
れ
以
上
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
法
寺

の
立
地
に
つ
い
て
は
全
く
他
の
史
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
室
町
期
に
地
域
の
有
力
寺
院
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

志
宜
森
は
南
北
朝
期
の
軍
忠
状
類
に
散
見
す
る
が
、
そ
の
位
置
を
示
す
も
の
と
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し
て
は
応
永
三
四
年
(
一
四
二
七
)

一
O
月
九
日
に
、
足
利
義
満
周
辺
の
女
性
が
熊

野
詣
の
帰
路
に
四
天
王
寺
を
出
立
し
、

「
し
き
の
、
の
わ
た
り
」
を
船
で
越
え
て

「
森
口
」
に
宿
泊
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
封
。
こ
こ
で
は
大
和
川
を
渡
河
し
て

い
る
の
が
明
白
で
、
士
山
宜
野
(
あ
る
い
は
嶋
野
)
は
上
町
台
地
東
側
を
指
す
も
の
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
広
域
地
名
と
し
て
は
上
町
台
地
西
側
の
大
川
を
は
さ
む
地

域
が
渡
辺
、
東
側
の
大
和
川
に
面
し
た
側
が
志
宜
森
と
呼
称
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
中
核
と
な
る
寺
院
が
立
地
し
て
写
経
事
業
に
結
縁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(3)
猪
名
川
水
系

摂
津
田
に
つ
い
て
は
大
川
水
系
の
三
ヶ
寺
以
外
に
入
ケ
寺
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
、

「
摂
洲
興
隆
寺
住
権
少
僧
都
長
意
」

(
広
釈
菩
提
心
論
巻
第
一
之
二
、
五
五
七



頁
)
の
一
ヶ
所
の
み
に
確
認
で
き
る
興
隆
寺
が
全
く
不
明
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
う
ち

六
ヶ
寺
は
お
お
よ
そ
猪
名
川
水
系
に
立
地
し
て
い
る
。

雑
阿
含
経
巻
第
四
十
一
か
ら
第
五
十
(
二
七
九
頁
)
ま
で
書
写
し
て
い
る
の
が
延

福
寺
僧
良
賢
で
、

「
摂
州
河
辺
郡
延
福
寺
僧
良
賢
之
」

(
第
四
十
六
)

「
僧
良
賢

摂
州
富
松
」

(
第
四
十
人
)
な
ど
と
み
え
る
。
延
福
寺
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、

鎌
倉
末
期

手鴨
家社

葬2
延琴
帯主
三'il :::;ι 

こけ

に生
打 Z
ち 東
入大
づ 4・

2量
さ踊
れ荘
るを
史違
料(乱
で8し
. t:.こ

長「
洲悪
荘党
(J) Lー

教
性
が
、

政
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
世
末
ま
で
に
廃
絶
し
た
よ
う
だ

が
、
後
述
す
る
史
料
か
ら
立
地
は
尼
崎
の
可
能
性
が
高
く
、
富
松
と
あ
る
の
も
立

地
で
は
な
く
興
福
寺
領
富
松
郷
あ
る
い
は
西
園
寺
家
領
富
松
荘
の
政
所
寺
院
だ
っ

た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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摂
津
田
河
辺
郡
橘
御
薗
若
王
寺
住
僧
為
当
来
奉
転
読

結
縁
惣
海
」

(
菩
提
場

所
説
一
字
頂
輪
王
経
巻
第
三
、
五
五
O
頁
)

な
ど
二
ニ
ヶ
所
で
転
読
者
と
し
て
見
え
る

惣
海
も
河
辺
郡
、
猪
名
川
水
系
で
尼
崎
を
北
上
し
神
崎
の
北
西
に
接
し
て
近
世

な
こ
、
つ
じ

若
王
寺
村
が
立
地
す
る
。
地
名
と
し
て
は
他
の
史
料
に
も
散
見
す
る
が
、
寺
院
と

し
て
の
実
態
は
全
く
不
詳
な
も
の
の
名
称
か
ら
見
て
中
世
段
階
で
は
寺
院
が
立
地

し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

若
王
寺
か
ら
北
西
に
進
み
猪
名
川
か
ら
や
や
離
れ
山
陽
道
沿
い
に
立
地
す
る
の

が
、
行
基
建
立
の
「
眠
陽
施
院
」
を
前
身
と
す
る
見
陽
寺
で
あ
る
。

一
切
経
書
写

で
は
「
筆
者
摂
洲
昆
陽
寺
金
剛
仏
子
胤
秀
生
年
廿
四
歳
」

(
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功

徳
経
、
一
四
三
頁
)
な
ど
三
二
巻
に
胤
秀
が
、

「
摂
津
国
河
辺
郡
昆
陽
寺
住
了
慶
」

(
大
宝
積
経
巻
六
十
一
、
六
五
頁
)
な
ど
、
五
五
巻
に
了
慶
が
(
校
者
と
し
て
の
署
名
も

含
む
)
、

「
摂
州
昆
陽
寺
政
尊
書
写
之
」

(
大
宝
積
経
巻
六
十
五
、
同
)
な
ど
四
三
巻

に
政
尊
が
、

「
摂
洲
昆
陽
寺
住
侶
権
律
師
清
尊
」

(
普
超
三
味
経
巻
第
四
、
一
四
四

頁
)
に
胤
秀
と
連
名
で
清
尊
の
名
前
が
見
え
、
四
名
の
僧
侶
が
結
縁
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。「

右
筆
摂
津
国
栄
根
寺
住
呂
権
少
僧
都
重
円
」

(
四
分
律
蔵
初
分
巻
第
四
十
二
、
三

四
五
頁
)
な
ど
一
一
ヶ
所
に
名
前
が
見
え
る
重
円
が
属
し
て
い
る
栄
根
寺
は
、
河
辺

郡
・
猪
名
川
中
流
域
に
立
地
し
て
お
り
、
聖
武
天
皇
勅
願
所
と
い
う
由
緒
を
有
し
、

荒
木
村
重
の
伊
丹
落
城
の
際
に
焼
失
し
近
世
ま
で
存
続
す
る
も
次
第
に
衰
退
し
た

と
い
う
。
中
世
に
は
多
田
院
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
独
自
の
所
領
を
有
す
る
一

山
寺
院
で
あ
る
。
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
が
、

「
摂
州
清
澄
寺
金
宥
」

根

本
説
一
切
有
部
昆
那
耶
巻
第
二
十
三
、
三
二
六
頁
)
な
ど
三
ケ
所
に
見
え
る
清
澄
寺
で
あ
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る
。
宇
多
天
皇
勅
願
寺
の
由
緒
を
有
し
、
中
世
に
は
多
田
院
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。

立
地
は
む
し
ろ
武
庫
川
水
系
に
な
る
が
河
辺
郡
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
つ
な
が
り

か
ら
結
縁
に
加
わ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
同
寺
も
中
世
段
階
の
寺
坊
の
多
く
は
失
わ

れ
た
が
、
現
在
も
存
続
し
清
荒
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

「
摂
州
能
勢
郡
槻
峯
寺
住
侶
澄
尊
生
年
廿
五
」

(
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
百
四
十

一
一
、
一
三
頁
)
な
ど
六
四
巻
に
見
え
る
澄
尊
、

「
摂
州
能
勢
郡
槻
峯
寺
澄
逼
生
年
廿

四

(
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
百
五
十
二
、
一
四
頁
)
な
ど
七
八
巻
に
見
え
る
澄
選
、

「
摂
州
能
勢
郡
槻
峯
寺
行
弁
生
年
廿
三
」

(
説
一
切
有
部
集
異
門
足
論
巻
第
十
一
、
三

六
七
頁
)
な
ど
四
九
巻
に
見
え
る
行
弁
が
属
す
る
槻
峯
寺
は
、
猪
名
川
源
流
の
剣
尾

山
に
立
地
す
る
山
岳
寺
院
で
、
近
世
に
移
転
再
興
さ
れ
て
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い

る
。
当
寺
は
百
済
僧
日
羅
が
長
洲
で
浦
人
に
霊
地
を
教
え
ら
れ
て
辿
り
つ
い
た
と
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の
由
緒
を
有
し
、
尼
崎
大
覚
寺
は
槻
峯
寺
遁
拝
の
た
め
に
長
洲
浦
に
建
立
さ
れ
た

燈
炉
堂
が
そ
の
起
源
だ
と
伝
承
さ
れ
て
い
封
。
大
覚
寺
そ
の
も
の
は
北
京
律
系
の

寺
院
の
た
め
一
切
経
書
写
事
業
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
が
、
猪
名
川
河
口
部
の
尼

崎
に
立
地
す
る
延
福
寺
か
ら
最
上
流
の
槻
峯
寺
ま
で
が
、
水
系
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
河
辺
郡
と
い
う
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
書
写
事
業
に
結
縁
し
て
い
る
の
で

あ
る
。な

お
摂
津
田
で
は
も
う
一
ケ
所
「
摂
州
武
庫
郡
贋
田
大
明
神
之
御
参
上

鷲
林

寺
北
谷
宝
住
坊
同
宿

金
剛
仏
子
覚
俊
」

(
文
殊
師
利
問
菩
薩
署
経
、
一
九
O
頁
)
な

ど一

O
三
ケ
所
に
覚
俊
(
覚
舜
)

-
祐
賢
・
良
守
・
良
尊
と
い
う
鷲
林
寺
に
属
す
る

僧
侶
の
名
前
が
見
え
る
。
立
地
は
山
岳
の
一
山
寺
院
で
信
長
の
荒
木
攻
め
で
焼
失

し
た
と
さ
れ
る
が
、
奥
書
で
中
世
都
市
西
宮
の
中
核
に
位
置
す
る
広
田
社
と
の
関

わ
り
が
記
さ
れ
、
近
世
西
宮
の
社
家
町
に
立
地
し
た
円
満
寺
は
鷲
林
寺
を
移
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
摂
津
国
の
寺
院
と
異
な
り
河
川
交
通
か
ら
は
離
れ
て
い
る

が
、
書
写
事
業
へ
の
結
縁
は
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

室
町
期
淀
川
水
系
の
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
1
)
聖
徳
太
子
伝
書
写
と
大
川
水
系
寺
院

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
野
社
一
切
経
書
写
に
結
縁
し
た
河
内
・
摂
津
の
寺

院
の
な
か
に
は
都
市
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
寺
院

も
含
め
て
淀
川
・
大
川
・
猪
名
川
水
系
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ぼ
れ
て
い

た
も
の
だ
っ
た
。
本
章
で
は
他
の
史
料
も
用
い
な
が
ら
そ
れ
が
地
域
社
会
の
中
で

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

大
川
水
系
の
渡
辺
仏
勝
寺
・
志
宜
森
法
安
寺
に
つ
い
て
は
、
日
光
山
輪
王
寺
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
天
海
蔵
「
太
子
伝
」
奥
書
の
中
に
登
場
す
話
。
同
書
は
文
保
年

間
(
一
一
一
一
一
七
1
一
九
)
の
奥
書
を
有
す
る
四
天
王
寺
で
成
立
し
た
太
子
絵
伝
の
絵

解
き
台
本
で
、
多
数
の
写
本
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
そ
の

も
の
は
日
本
文
学
研
究
者
に
よ
っ
て
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
史
の

文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
改
め
て
紹
介
し
て
検
討
し
た
い
。

書
写
本
云
、
応
永
十
二
年
乙
酉
七
月
晦
日
於
四
天
応
寺
蓮
花
蔵
院
之
内
護
摩

堂
、
大
愚
蔓
生
年
六
十
二
而
書
写
校
合
仕
畢
、

子
時
応
永
十
五
年
戊
子
三
月
十
一
日
、
於
摂
津
圏
西
成
郡
榎
並
下
庄
下
方
赤

河
大
金
剛
院
三
蔵
坊
、
住
侶
性
算
生
年
五
十
一
而
書
写
畢
、
偏
為
弘
法
紹
隆
、

兼
又
仏
法
伝
来
之
為
酬
弘
徳
書
之
、
一
期
之
後
、
当
寺
納
寺
庫
、
於
有
器
用

之
仁
之
時
者
、
或
為
太
子
聖
霊
之
法
示
、
或
為
諸
人
結
縁
、
可
有
読
諦
者
也
、

此
本
者
四
天
王
寺
金
堂
不
出
堂
内
秘
本
也
、
柳
有
不
思
議
之
子
細
感
徳
之
、

令
写
之
者
也
、
更
々
不
可
出
他
所
者
也
努
力
々
々
(
以
上
第
七
冊
奥
書
)

右
此
伝
者
四
天
王
寺
存
因
坊
之
秘
伝
也
、
彼
奥
書
云
、
不
可
出
院
内
、
又
不

可
有
外
見
、
以
起
請
文
唯
是
付
属
也
、
然
而
依
事
縁
、
彼
秘
伝
之
肝
用
所
校

也
而
故
者
、
難
為
此
伝
、
不
可
有
書
写
、
亦
不
可
有
他
見
、
於
本
伝
之
起
請
、

有
真
顕
之
源
故
也
、
穴
賢
々
々
、
可
隠
密
者
也
云
々
、

道
智
書
記
御
本
写
之
、
子
時
応
永
十
五
年
戊
子
三
月
十
二
日
、
於
コ
一
蔵
坊
書

之
金
剛
資
性
算
生
年
五
十
一

子
時
嘉
吉
二
年
壬
戊
正
月
廿
六
日
、
於
摂
州
東
成
郡
志
宜
寺
庄
法
安
寺
克
明

院
、
令
書
写
之
畢
、
右
筆
法
印
権
大
僧
都
宥
海
生
年
七
十
四
歳
云
々
、
如
本

奥
書
可
秘
之
一
交
了
、

子
時
享
徳
四
年
乙
亥
閏
卯
月
二
日
、
於
摂
州
渡
辺
仏
勝
寺
宝
乗
院
、
令
書
写
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之
、
且
末
代
興
隆
之
、
且
為
仏
法
結
縁
之
、
以
率
爾
之
薄
帯
注
之
後
、
後
見

方
々
可
有
光
明
真
言
之
廻
向
之
、
総
之
筆
者
可
証
コ
一
菩
提
呆
者
也
、
右
筆
阿

闇
梨
全
智
生
年
五
十
五
(
以
上
第
八
冊
奥
書
)

第
七
冊
奥
書
よ
り
、
本
書
は
も
と
も
と
応
永
一
二
年
(
一
四
O
五
)
七
月
晦
日
に

四
天
王
寺
蓮
花
蔵
院
の
護
摩
堂
で
大
愚
史
生
と
称
す
る
人
物
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
入
冊
奥
書
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
後
は
存
因
坊
に
管

理
さ
れ
院
外
へ
の
持
ち
出
し
ゃ
書
写
は
厳
し
く
禁
制
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
存

因
坊
は
「
四
天
王
寺
執
行
政
所
引
付
」
に
み
え
る
芹
因
坊
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
近

(
お
)

世
ま
で
継
続
す
る
衆
徒
の
一
員
で
三
臓
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ま
た
愛
知
県
万
徳
寺

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
本
書
と
は
本
文
の
異
な
る
「
聖
徳
太
子
伝
」
も
東
門
村
蓮
華

蔵
院
護
摩
堂
で
書
写
さ
れ
芹
因
坊
で
秘
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

一五世紀における淀川水系の寺院ネットワークと地域社会〔大村〕

太
子
伝
管
理
に
特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ら
し
い
。

し
か
し
わ
ず
か
三
年
後
の
応
永
一
五
年
三
月
に
、
榎
並
下
荘
下
方
に
立
地
し
て

い
た
赤
河
大
金
剛
院
三
蔵
坊
の
住
侶
で
あ
る
性
算
が
「
不
思
議
之
子
細
」
に
よ
っ

て
書
写
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
が
第
七
冊
・
第
八
冊
の
奥
書
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ

(M) 

の
赤
河
大
金
剛
院
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
あ
り
、
元
仁
二
年
(
一
一
一
一
一
さ
か
ら

寛
喜
三
年
(
一
二
三
一
)
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
川
西
市
多
田
満
願
寺
蔵
大
般
若
経

に
「
摂
州
西
成
郡
榎
並
下
御
庄
赤
河
村
大
金
剛
院
住
僧
覚
賢
書
写
之
」
と
い
う
奥

書
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
淀
川
河
川
敷
に
広
が
る
大
阪
市
旭
区

赤
川
町
遺
跡
か
ら
は
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
時
代
の
瓦
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、
大

金
剛
院
跡
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
安
永
九
年
(
一
七
人
O
)
の
大
般
若
経
修
補
文
に

よ
る
と
、
天
文
一
六
年
(
一
五
四
六
)
に
池
田
信
正
が
豊
嶋
郡
久
安
寺
に
奉
納
し
た

と
さ
れ
る
。
ま
た
赤
川
町
遺
跡
に
近
接
す
る
日
吉
神
社
は
、
比
叡
山
末
寺
赤
川
寺

が
立
地
し
そ
れ
と
と
も
に
勧
請
さ
れ
た
が
、
大
坂
の
障
で
赤
川
寺
は
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
世
末
ま
で
に
は
廃
寺
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
室

町
期
ま
で
は
坊
を
有
す
る
大
寺
院
だ
っ
た
こ
と
が
本
奥
書
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

な
お
修
補
文
で
は
近
世
赤
川
村
が
東
成
郡
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
淀
川
の
流

路
が
変
更
さ
れ
た
と
考
察
し
て
お
り
、
淀
川
北
岸
に
近
接
し
て
立
地
し
て
い
た
寺
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さ
て
赤
川
大
金
剛
院
で
書
写
さ
れ
た
「
太
子
伝
」
は
、
第
八
冊
奥
書
に
あ
る
よ

う
に
三
三
年
を
経
た
嘉
吉
二
年
(
一
四
四
二
)
に
東
成
郡
志
宜
寺
荘
の
法
安
寺
光
明

院
で
、
権
大
僧
都
宥
海
の
手
で
再
び
書
写
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
法
安
寺
が
立
地
し

て
い
る
の
が
志
宜
寺
荘
で
、
志
宜
寺
が
法
安
寺
に
変
化
し
た
と
い
う
先
の
推
定
を

F
h
u
 

A
t
 

補
強
す
る
材
料
と
な
る
と
と
も
に
、
光
明
院
と
い
う
院
坊
を
有
し
た
大
寺
院
だ
っ

た
こ
と
も
判
明
す
る
。
戦
国
期
に
は
大
坂
本
願
寺
を
中
心
と
す
る
寺
内
町
が
成
立

し
、
法
安
寺
も
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
鹿
苑
院
領
と
な
っ

た
志
宜
荘
や
同
じ
く
森
三
ヶ
荘
の
政
所
寺
院
と
し
て
活
動
し
、
本
願
寺
と
音
信
関

係
が
続
け
ら
れ
る
な
ど
あ
く
ま
で
別
個
の
主
体
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
ま
た
『
天

文
日
記
』
天
文
二
ハ
年
一
一
月
一

O
日
条
で
は
本
願
寺
を
訪
れ
た
醍
醐
報
思
院
は

わ
ざ
わ
ざ
「
法
安
寺
西
坊
」
を
旅
宿
と
し
て
お
り
、
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
と

も
に
複
数
の
院
坊
を
有
し
た
寺
院
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

法
安
寺
の
立
地
に
つ
い
て
は
所
説
あ
る
が
仁
木
宏
氏
の
も
の
が
も
っ
と
も
説
得

(
お
)

的
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
上
町
台
地
先
端
の
大
坂
城
天
守
閣
付
近
に
立
地
し
た
本
願

寺
の
南
側
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
法
円
坂
の
位
置
と
も
大
き
く
阻
酷
し
な
い
。
な
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お
地
名
お
よ
び
法
円
坂
町
の
難
波
宮
旧
跡
で
室
町
期
の
瓦
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら

(
加
)

そ
こ
に
法
安
寺
を
あ
て
る
山
根
徳
太
郎
説
に
対
し
て
、
岡
本
良
一
氏
は
、
永
禄
七

年
(
一
五
六
四
)

一
二
月
に
大
坂
で
大
火
が
あ
り
法
安
寺
も
焼
失
し
て
い
る
こ
と
、

近
世
法
安
寺
十
坊
を
統
括
し
て
い
た
の
が
南
坊
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
出
土
し

た
瓦
は
法
安
寺
本
体
で
は
な
く
南
坊
の
も
の
で
、
永
禄
の
大
火
後
の
復
興
過
程
で

法
安
寺
本
体
は
本
願
寺
寺
内
町
に
併
合
さ
れ
、
焼
け
残
っ
た
南
坊
の
み
が
存
続
し

た
と
す
る
。
光
明
院
の
名
前
が
見
え
な
い
よ
う
に
衰
徴
し
た
近
世
で
も
十
坊
を
有

し
て
お
り
、
窒
町
期
に
は
そ
れ
以
上
の
院
坊
を
上
町
台
地
上
に
展
開
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

き
て
法
安
寺
で
書
写
さ
れ
た
「
太
子
伝
」
は
一
一
一
一
年
後
の
享
徳
四
年
(
一
四
五

五
)
年
間
四
月
に
、
渡
辺
仏
勝
寺
宝
乗
院
で
阿
閣
梨
全
智
の
手
に
よ
っ
て
再
び
書
写

さ
れ
た
。
奥
書
に
は
法
安
寺
ま
で
に
記
さ
れ
た
秘
書
意
識
は
み
ら
れ
ず
、

「
後
見
」

す
る
人
々
に
対
し
て
の
「
光
明
真
言
之
廻
向
」
が
強
調
さ
れ
、
む
し
ろ
積
極
的
に

流
布
が
の
ぞ
ま
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
大
川
流
域
に
位
置
す
る
寺
院
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
書
写
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
性
格
が
転
換
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
仏
勝
寺
に
も
宝
乗
院
と
い
う
院
家
が
あ
り
、
複
数
の
院
坊
か
ら
な

る
寺
院
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
法
安
寺
・
仏
勝
寺
の
院
家
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
文
明
一
六

一
二
月
の
年
紀
を
有
す
る
「
竜
安
寺
領
摂
津
国
欠
郡
渡
辺
福
島
春

日
井
年
貢
算
用
状
」
で
あ
針
。
渡
辺
で
「
料
足
納
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る

年
(
一
四
八
四
)

の
は
、

「
津
村
河
洲
島
之
銭
」
お
よ
び
蓮
華
寺
・
嶺
坊
・
梅
本
坊
・
散
所
村
か
ら

の
納
入
分
に
な
る
。
こ
の
う
ち
梅
本
坊
に
つ
い
て
は
、
近
世
法
安
寺
十
坊
に
同
名

の
も
の
が
存
在
し
、
何
ら
か
の
継
承
関
係
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
蓮
華
寺
以

下
は
仏
勝
寺
な
ど
に
付
属
す
る
院
坊
だ
ろ
う
。
ま
た
下
行
分
の
中
に
は
「
安
土
寺
」

へ
の
出
銭
・
浄
土
堂
へ
の
灯
明
銭
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
安
土
寺
H

安
曇
寺
H

仏

勝
寺
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
勝
寺
は
一
五
世
紀
末
ま
で
地
域
の

有
力
寺
院
と
し
て
、
荘
園
制
収
取
か
ら
下
行
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
寺
院
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
仏
勝
寺
は
法
安
寺
と
異
な
り
、
戦
国
期
の
本
願
寺
関
係
史
料
の
中
に
は

一
切
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
「
渡
辺
三
ヶ
寺
」

(「天

文
日
記
」
天
文
七
年
六
月
九
日
条
)
が
見
え
る
の
み
で
、
仁
木
宏
氏
は
こ
れ
も
一
向
宗

寺
院
だ
と
解
釈
し
て
い
説
。
渡
辺
は
本
願
寺
と
や
や
距
離
が
離
れ
て
い
る
と
は
い

ぇ
、
戦
国
期
に
は
存
続
し
て
い
た
と
し
て
も
か
な
り
衰
微
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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わ
ず
か
に
前
述
し
た
近
世
大
坂
の
南
船
場
に
位
置
す
る
安
堂
寺
町
が
安
曇
寺
が
由

来
だ
と
伝
え
ら
れ
る
の
と
、
近
世
大
坂
三
郷
に
立
地
し
た
御
霊
神
社
に
付
属
す
る

真
言
宗
寺
院
が
宝
城
寺
と
仏
勝
寺
宝
乗
院
と
同
音
な
の
が
そ
の
痕
跡
か
も
し
れ

ご、‘。

争
匂

Uそ
れ
は
さ
て
お
き
、

「
太
子
伝
」
全
人
冊
全
て
に
「
西
教
寺
法
蔵
(
朱
印
、
印
文

「
真
智
」
)
山
田
善
光
寺
寄
進
」
と
い
う
墨
書
が
あ
り
、
天
海
の
手
に
渡
る
以
前
は

西
教
寺
に
あ
り
、
山
田
善
光
寺
か
ら
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
伊
勢
山
田

の
善
光
寺
は
西
教
寺
開
山
の
真
盛
が
伊
勢
参
宮
の
際
に
建
立
し
た
堂
舎
を
も
と
に
、

天
文
六
年
(
一
五
三
七
)
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
西
教
寺
は
信
長
の

延
暦
寺
焼
き
討
ち
の
際
に
破
却
さ
れ
て
お
り
、
真
智
は
秀
吉
期
に
活
動
し
た
西
教

(
却
)

寺
九
世
に
当
た
る
た
め
、

「
太
子
伝
」
は
戦
国
期
に
は
山
田
善
光
寺
に
あ
り
、
西



教
寺
再
興
過
程
で
寄
進
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
戦

国
期
ま
で
に
は
「
太
子
伝
」
は
仏
勝
寺
か
ら
流
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ

の
衰
微
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
太
子
伝
は
本
来
は
秘
書
と
し
て
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

五

世
紀
前
半
を
通
じ
て
大
川
水
系
寺
院
の
聞
で
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
。
四
天
王
寺
か

ら
見
る
と
距
離
的
に
は
も
っ
と
も
遠
い
赤
川
大
金
剛
院
で
最
初
に
書
写
さ
れ
た
よ

う
に
、
秘
書
の
存
在
が
何
ら
か
の
契
機
で
伝
わ
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
が
書
写
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
秘
書
性
よ
り
も
寺
院
聞
で
共
有
さ
れ
る

も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
た
北
野
社
一
切
経
へ
の

結
縁
も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
よ
り
強
め
る
契
機
に
も
な
り
、
太
子
信
仰
を
も
共
有

す
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
地
域
の
寺
院
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

一五世紀における淀川水系の寺院ネットワークと地域社会〔大村〕

な
る
蓮
如
の
大
坂
御
坊
建
立
の
宗
教
的
動
機
に
太
子
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
著
名

(
却
)

だ
が
、
こ
れ
も
四
天
王
寺
の
み
で
は
な
く
こ
う
し
た
書
写
活
動
の
広
が
り
を
通
じ

て
む
し
ろ
呼
び
込
む
こ
と
に
も
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(2)
東
寺
修
造
勧
進
奉
加
と
摂
津
国
寺
院

次
に
文
安
元
年
(
一
四
四
九
)
に
始
ま
る
東
寺
修
造
の
た
め
に
諸
国
の
弘
法
大
師

門
徒
か
ら
奉
加
銭
を
集
め
る
と
い
う
「
一
宗
勧
進
」
事
業
に
お
け
る
、
摂
津
困
の

事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

勧
進
に
応
じ
た
寺
院
は
七
ヶ
寺
で
、
ま
ず
文
安
元
年
一

O
月
二
四
日
付
で
北
野

社
一
切
経
書
写
で
も
登
場
す
る
清
澄
寺
の
寺
僧
一
人
名
が
一
貫
八

O
O
文
の
奉
加

を
行
っ
て
い
る
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
ヌ
一
一
一
人
)
。
続
い
て
一

O
月
二
七
日
付
で
極

楽
寺
寺
僧
二
名
が
二

O
O文
を
奉
加
し
て
お
り
、

「
西
大
寺
門
徒

尼
崎
」
と
注

記
さ
れ
て
い
る
(
ヌ
一
一
一
九
)
。
明
徳
二
年
(
一
三
九
二
の
「
西
大
寺
末
寺
帳
」
の

摂
津
国
の
項
に
は
極
楽
院
と
い
う
寺
院
名
が
記
さ
れ
、

「
椋
橋
寺
」
と
注
記
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
続
く
吉
祥
寺
も
同
じ
く
「
椋
橋
寺
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

「
西
大
寺
坊
々
寄
宿
末
寺
帳
」
で
は
吉
祥
寺
が
最
初
に

(
担
)

記
さ
れ
「
摂
州
」
と
注
記
さ
れ
、
極
楽
院
は
「
同
神
崎
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

た
永
享
八
年
(
一
四
三
六
)

注
記
が
若
干
異
な
る
が
、
こ
の
極
楽
院
が
束
寺
の
勧
進
奉
加
に
応
じ
た
極
楽
寺
と

み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
な
お
椋
橋
・
神
崎
は
鎌
倉
期
に
は
河
尻
と
総
称
さ
れ
た

尼神
崎崎
が }II
成河
長口
しの
て港
い諸

tS詳
の

極ー
楽っ
院で
もあ
中り
世
末

そま
ので

1，-中
麗核
絶墾
し巾
ずと
じし
ます

2芸
う 後
だ期
がか
、ら

そ
こ
に
立
地
し
た
律
宗
寺
院
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

月

i
A
t
 

翌
一

O
月
二
八
日
付
で
五
人
の
僧
侶
が
五

O
O
文
奉
加
し
て
い
る
の
が
、
や
は

り
北
野
社
一
切
経
書
写
に
登
場
す
る
延
福
寺
で
表
記
は
「
河
辺
郡
延
福
寺
」
と
な

っ
て
い
る
(
ヌ
二
二
O
)
。
同
日
に
は
大
覚
寺
僧
一

O
名
が
一
貫
文
を
奉
加
し
て
お

り
、
こ
れ
は
「
摂
州
尼
崎
河
辺
郡
大
覚
寺
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
(
ヌ
二
三
二
)
。

大
覚
寺
は
前
述
の
よ
う
に
鎌
倉
後
期
に
尼
崎
に
成
立
し
た
北
京
律
系
の
寺
院
で
、

中
世
都
市
尼
崎
の
中
核
的
な
位
置
に
立
地
し
、
近
世
尼
崎
条
築
城
の
た
め
寺
町
に

移
転
し
た
が
現
存
し
て
い
る
。
勧
進
に
当
た
っ
て
は
二

O
O
文
の
「
尼
崎
宿
フ
ル

マ
イ
」
が
支
出
さ
れ
て
お
り
(
ヌ
二
二
一
)
、
尼
崎
に
滞
在
し
て
極
楽
寺
・
延
福
寺
・

大
覚
寺
へ
の
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
延
福
寺
に
は
尼
崎
と
い
う

注
記
は
見
ら
れ
な
い
が
、
康
正
二
年
(
一
四
五
六
)
に
当
該
期
に
は
隣
接
し
て
お
り
、

近
世
尼
崎
寺
町
ま
で
存
続
す
る
如
来
院
か
ら
、

「
延
福
寺
之
東
源
二
郎
堤
」
の
田
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二
段
を
大
覚
寺
が
購
入
し
て
い
る
。
延
福
寺
も
こ
れ
ら
寺
院
と
は
さ
し
て
遠
く
な

い
位
置
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
五
世
紀
末
に

は
延
福
寺
・
大
覚
寺
は
近
世
ま
で
尼
崎
寺
町
に
立
地
し
て
い
た
栖
賢
寺
と
と
も
に
、

同
額
の
長
洲
堤
修
理
料
足
を
支
出
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
説
。
こ
れ
は
堤
の
維

持
と
い
う
公
共
機
能
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
一
一
一
ヶ
寺
が
共
同
の
責
任
を
有
し
て
い

た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
近
接
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
栖
賢
寺
は
五

山
派
の
官
寺
で
諸
山
に
列
さ
れ
て
お
り
、
北
野
社
一
切
経
書
写
や
東
寺
修
造
奉
加

の
よ
う
な
宗
教
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る
が
、
堤
修
理
の
よ
う
な

都
市
尼
崎
の
公
共
機
能
維
持
の
た
め
の
負
担
は
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

東
寺
修
造
勧
進
に
戻
る
と
、
や
は
り
一

O
月
二
人
日
付
で
神
冗
寺
僧
コ
一

O
名
か

ら
三
貫
文
の
奉
加
を
(
ヌ
一
一
一
一
一
)
、
鷲
林
寺
僧
一

O
名
か
ら
一
貫
文
の
奉
加
を
受

け
て
い
る
(
ヌ
二
九
一
)
。
鷲
林
寺
は
北
野
杜
一
切
経
書
写
に
も
登
場
し
、
勧
進
に

応
じ
た
僧
侶
の
一
人
に
覚
舜
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
三
七
年
後
の
同

一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
神
児
寺
は
鷲
林
寺
と
近
接
す
る
山
岳
寺
院
で
、
同
じ

く
戦
国
末
に
焼
失
し
て
近
世
に
移
転
再
建
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
勧
進
に
当

た
っ
て
は
「
武
庫
郡
案
内
者
」
に
二

O
O
文
が
支
出
さ
れ
て
お
り
(
ヌ
一
一
一
一
一
)
、

両
寺
と
の
媒
介
に
携
わ
っ
た
存
在
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
摂
津
国
で
は
そ
れ
以

外
に
天
王
寺
勧
進
聖
三
名
か
ら
三

O
O
文
の
奉
加
が
あ
っ
た
(
ヌ
一
一
一
一
一
)
。
算
用

状
は
和
泉
固
と
一
括
し
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
和
泉
か
ら
の
帰
路
に
四
天
王
寺

に
立
ち
寄
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
勧
進
聖
と
あ
る
こ
と
か
ら
む
し
ろ

東
寺
僧
が
尼
崎
・
武
庫
郡
で
勧
進
奉
加
に
廻
る
過
程
で
、
同
様
の
活
動
を
行
う
聖

と
接
触
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

北
野
社
一
切
経
書
写
に
関
わ
り
真
言
宗
法
統
を
受
容
し
て
い
た
見
陽
寺
は
ど
う

い
う
わ
け
か
登
場
し
な
い
が
、
東
寺
の
勧
進
活
動
も
尼
崎
・
武
庫
郡
と
い
っ
た
地

域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
に
実
施
さ
れ
た
点
は
共
通
し
た
性
格
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

(3)
鷺
島
荘
と
中
嶋
域
福
寺
領
の
存
在
形
態

こ
の
よ
う
に
「
大
阪
地
域
に
存
在
し
た
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
お
い
て
、
そ

こ
に
立
地
す
る
寺
院
聞
の
宗
教
的
な
結
び
つ
き
が
そ
の
背
後
に
存
在
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
権
問
所
領
の
政
所
と
し
て
の
性
格
を
有
す

る
と
と
も
に
、
地
域
内
で
宗
教
的
も
し
く
は
地
縁
的
な
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

結
び
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
そ
れ
ら
の
寺
院
が
有
す
る
所
領
経
営
の
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あ
り
方
か
ら
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
も
っ
と
も
本
稿
で
取
り
上
げ

た
寺
院
の
大
部
分
は
戦
国
期
に
は
衰
微
も
し
く
は
戦
乱
で
大
打
撃
を
受
け
て
お
り
、

ま
と
ま
っ
た
文
書
が
伝
来
し
て
い
な
い
。
唯
一
ま
と
ま
っ
た
文
書
を
伝
え
る
尼
崎

大
覚
寺
も
、
南
北
朝
期
ま
で
と
戦
国
期
以
後
に
分
離
し
室
町
期
の
文
書
は
前
述
し

た
一
点
の
み
し
か
残
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
大
阪
地
域
と
尼
崎
の
中
聞
に

位
置
す
る
鷺
島
荘
に
立
地
し
て
い
た
城
福
寺
領
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
文
書
が
、

本
寺
大
徳
寺
養
徳
院
に
入
り
伝
来
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
三
浦
圭
一
氏
が
自
治
体

(
世
相
)

史
で
叙
述
し
て
い
る
が
、
改
め
て
検
討
し
た
い
。

鷺
島
荘
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
史
料
は
、

『摂
津
志
』
西
成
郡
浦
江
村
勝
楽

寺
に
関
す
る
も
の
で
、
大
般
若
経
肱
文
に
「
承
久
三
年
三
月
廿
七
日

安
置
摂
津

国
天
王
寺
御
領
西
成
郡
鷺
島
庄
浦
江
村
勝
楽
寺
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。



こ
こ
か
ら
承
久
の
乱
直
前
に
は
四
天
王
寺
領
荘
園
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

戦
国
期
ま
で
四
天
王
寺
領
と
し
て
存
続
し
た
と
い
う
。

一
方
で
城
福
寺
の
初
見
史

料
は
、
端
裏
書
か
ら
明
徳
四
年
(
一
三
九
三
)
の
も
の
で
あ
る
こ
と
知
ら
れ
、
同
じ

く
端
裏
書
に
「
城
福
寺
加
地
子
納
日
記
」
と
記
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
(
「
大
徳
寺
文

書
』
一
一
一
一
一
O
)
。
す
な
わ
ち
一
四
世
紀
末
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
、

南
北
朝
期
の
混
乱
を
考
え
る
と
、
寺
院
の
創
建
は
鎌
倉
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が

官同い。永
享
四
年
(
一
四
三
二
)
に
は
「
サ
キ
嶋
下
司
ノ
名
内
」

一
段
六
O
歩
の
永
作
職

を
買
得
し
て
い
る
が
(
『同
』
一
八
三
七
)
、
ま
と
ま
っ
た
文
書
が
残
さ
れ
る
の
は

長
禄
年
間
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
に
な
っ
た
の
が
、

「
摂
津

国
中
嶋
城
福
寺
之
事
、
為
二
大
蔭
庵
末
寺
一
、
定
一
一
申
祈
願
所
一
所
之
状
如
レ
件
」
と
の

一五世紀における淀川水系の寺院ネットワークと地域社会〔大村〕

本
文
が
記
さ
れ
た
常
析
と
の
署
名
と
花
押
が
据
え
ら
れ
た
文
書
で
、

一
一
月
三
日

付
で
「
長
禄
元
」
と
い
う
付
年
号
を
有
す
る
(
『同
』
一
一
一
二
一
)
。
た
だ
し
大
日

本
古
文
書
の
編
者
は
「
コ
ノ
文
書
、
文
言
、
筆
蹟
ヲ
見
ル
ニ
、
当
時
ノ
モ
ノ
ニ
ア

ラ
ズ
」
と
注
記
し
、
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
文
言
そ
の
も
の

に
は
格
段
不
自
然
な
点
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
常
析
は
発
給
者
細
川
持
春
の
名

乗
り
で
類
例
は
あ
る
が
、
他
の
持
春
発
給
文
書
が
沙
弥
と
署
名
さ
れ
て
い
る
の
と

異
な
り
、
受
給
者
側
で
作
成
さ
れ
た
案
文
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
三
浦
氏
は
大

蔭
庵
の
成
立
が
大
徳
寺
僧
の
養
皇
宗
願
が
他
界
し
た
長
禄
二
年
(
一
四
五
人
)
六
月

二
七
日
以
後
に
、
法
嗣
の
春
浦
宗
鼎
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
、
や
は
り
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
後
も
細
川
持
春
に
よ
る
発
給
文
書
が
続
き
、
そ

れ
ら
は
大
日
本
古
文
書
編
者
も
特
に
疑
わ
し
い
も
の
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
ま

た
長
禄
二
年
一

O
月
三
日
付
の
天
王
寺
正
瑞
首
座
か
ら
春
浦
へ
の
団
地
一
段
の
寄

進
状
に
続
き
(
『同
」
一
人
三
人
)
、

一
二
月
に
は
計
四
通
の
城
福
寺
へ
の
団
地
寄

進
状
が
残
存
し
て
い
る
(
『
同
』
一
人
三
九
1
一
八
四
二
)
。
四
通
の
本
文
は
「
現
世

安
穏
・
後
生
菩
提
」
の
た
め
に
寄
進
し
、
違
乱
し
た
場
合
は
「
白
痛
黒
癒
之
重
病
」

を
受
け
る
と
い
う
一
般
的
な
文
言
に
続
き
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
「
寺
之
檀
那

下
野
殿
ヨ
リ
我
々
ニ
料
足
下
給
候
を
、
当
住
御
取
ツ
キ
候
問
、
島
酌
之
儀
ニ
候
ヘ

共
、
堅
蒙
仰
候
聞
請
取
申
候
」

(
『同
』
一
人
三
九
)
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
城
福
寺
の
「
檀
那
」
で
あ
る
「
下
野
殿
」
が
寄
進
者
た
ち
に
料
足
を
与
え
る

こ
と
を
「
当
住
」
が
取
り
次
い
で
、
辞
退
す
べ
き
な
の
だ
が
仰
せ
に
よ
り
受
け
取

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
下
野
殿
」
は
細
川
京
兆
家
の
庶
流
家
の
家
格
に
あ
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り
、
代
々
が
下
野
守
を
名
乗
る
野
州
家
の
当
主
で
あ
る
細
川
持
春
そ
の
人
と
み
て

(
濁
)

よ
い
だ
ろ
、
っ
。

こ
こ
か
ら
持
春
が
城
福
寺
の
外
護
者
と
し
て
積
極
的
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
寄
進
状
の
文
言
と
は
異
な
り
寄
進
自
体
の
仲
介
に
も
関
与
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
城
福
寺
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
「
当
住
」

日
春
浦
を
外
護

す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
城
福
寺
の
初
見
文
書
で
あ
る
加
地

子
納
日
記
が
二
紙
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
自
三
春
翁
前
一
納
帳
也
」
と
「
春
翁

代
納
分
間
春
翁
筆
物
」
と
の
押
紙
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
帳
簿
は
明
徳
四
年
の
も
の
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
新
た
に
城
福
寺
を
春
浦

が
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
状
況
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
城
福
寺
領
は
春
浦
領
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
浦
氏
は
最
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初
の
寄
進
者
で
あ
る
天
王
寺
正
瑞
首
座
に
つ
い
て
、
天
王
寺
に
あ
っ
た
五
山
派
の

霊
芝
山
安
国
光
雲
寺
の
僧
侶
だ
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
仲
介
で
四
天
王
寺
領

鷺
島
荘
内
に
立
地
し
て
い
た
城
福
寺
と
大
蔭
庵
が
結
び
つ
き
、
春
浦
の
要
請
で
持

春
に
よ
る
城
福
寺
を
祈
願
所
と
す
る
文
書
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考

え
る
と
付
年
号
に
あ
る
長
禄
元
年
で
は
な
く
、
長
禄
二
年
に
発
給
さ
れ
た
文
書
と

す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
持
春
は
寛
正
二
年
(
一
四
六
一
)
五
月
九
日
付
で
五
ケ
条
か
ら
な
る
禁
制

を

「
中
嶋
城
福
寺
」
宛
に
発
給
す
る
と
と
も
に
(
『同
』
一
一
一
二
二
)
、

「
中
嶋

広
隆
寺
内
城
福
寺
領
」
の
当
知
行
安
堵
を
行
い
(
『同
』
一
一
一
二
三
)
、
寺
領
目
録

の
継
目
裏
に
も
花
押
を
据
え
て
い
る
(
『同
』
一
二
一
一
四
)
。
な
お
当
時
の
摂
津
中

嶋
郡
を
幕
府
御
料
所
と
し
て
管
掌
し
て
い
た
の
は
細
川
持
賢
で
、
守
護
道
行
な
ど

(
鈎
)

の
活
動
は
持
賢
が
行
っ
て
い
た
。
そ
の
点
で
持
春
が
禁
制
発
給
や
当
知
行
安
堵
に

携
わ
る
こ
と
は
異
例
と
も
い
え
る
が
、
持
賢
も
京
兆
家
庶
流
の
典
厩
家
に
属
し
、

持
春
子
の
政
国
が
持
賢
の
養
子
と
さ
れ
る
な
ど
両
者
は
極
め
て
近
し
い
関
係
に
あ

っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
よ
り
支
配
の
錯
綜
を
示
す
事
象
だ
が
、
そ
う
し
た
状
況
は
城
福
寺
領
そ
の

も
の
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
先
述
の
寛
正
二
年
の
所
領
目
録
に
よ
る
と
寺
領
は

「
広
隆
寺
分
」

「
鷺
島
分
」

「
三
味
院
分
」
に
区
分
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
広
隆
寺
に
つ
い
て
三
浦
氏
は
「
聖
徳
太
子
と
ゆ
か
り
の
あ
る
広
隆
寺
の

荘
田
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
京
の
広
隆
寺
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
が
そ
れ
以

上
の
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
平
安
末
期
に
王
家

(
胡
)

領
荘
園
で
あ
る
摂
津
国
富
島
荘
に
広
隆
寺
が
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

鎌
倉
期
に
は
文
書
か
ら
広
隆
寺
の
姿
は
見
え
な
く
な
り
、
南
北
朝
期
に
尼
崎
大
覚

寺
が
足
利
義
詮
か
ら
寄
進
さ
れ
た
「
富
嶋
庄
下
司
職
」
を
め
ぐ
る
沙
汰
付
文
書
が

何
度
も
出
さ
れ
た
あ
げ
く
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
実
は
そ
の
道
行
文
書
の
最
後

が
「
鷺
島
下
司
職
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
お
)
。
三
浦
氏
は
富
嶋
の
誤
記
と
見

な
す
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
城
福
寺
領
に
は
鷺
島
下
司
職
と
い
う
所
領
単
位
が
存

在
し
て
お
り
、
完
全
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
所
領
単
位
と
し

て
は
富
嶋
荘
と
鷺
島
荘
は
別
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
比
定
地
は
近
接
し
た
中
津
川

と
大
川
に
は
さ
ま
れ
た
淀
川
河
口
部
の
不
安
定
な
地
形
で
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
日
本
歴
史
地
名
大

系
に
よ
る
と
富
島
荘
の
故
地
は
近
世
光
立
寺
村
を
中
心
と
し
た
地
域
と
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
音
の
一
致
か
ら
広
隆
寺
が
転
化
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
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城
福
寺
そ
の
も
の
も
も
と
も
と
広
隆
寺
領
の
政
所
寺
院
と
し
て
建
立
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。

ま
た
三
味
院
は
四
天
王
寺
に
立
地
し
た
念
仏
三
昧
院
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
鷺

島
荘
に
四
天
王
寺
本
体
と
は
別
に
権
限
を
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
以
外
に
も
複
雑
な
支
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
寛
正
五
年
三
月
二
八
日

付
で
作
成
さ
れ
た
田
畠
目
録
帳
で
あ
る
(
『同
』
一
人
四
四
)
。
ま
ず
城
福
寺
領
の

二
人
ケ
所
の
団
地
に
つ
い
て
地
字
・
面
積
・
米
と
麦
の
斗
代
・
作
人
・
四
至
・
諸

役
の
有
無
と
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
総
計
米
二

O
石
四

斗
五
升
に
対
し
て
、

「
正
月
祝
草
物
鷺
嶋
本
所
分
下
司
分
下
司

「
三
昧
院
へ
」

方
ヘ
出
之
」

「
加
口
ヲ
鷺
嶋
本
所
へ
」

「
鷺
嶋
風
呂
ヘ
」

「
同
下
司
方
ヘ
」

「
勝
楽
寺
ヘ
」

「
常
法
寺
ヘ
」

「
城
庵
室
ヘ
」

「
本
庄
ノ
井
地
米
」
と
し



て
計
四
石
七
斗
六
升
が
「
寺
升
」
へ
の
換
算
量
と
と
も
に
記
載
さ
れ
、
麦
六
石
一

斗
に
対
し
て
も
、
鷺
嶋
本
所
・
鷺
嶋
下
司
・
勝
宝
寺
・
堺
方
に
一
石
七
斗
三
升
と

換
算
量
が
、
諸
本
役
銭
が
「
三
味
院
ヘ
」

「
天
王
寺
一
舎
利
出
へ
河
面
屋
敷
役
」

「
地
蔵
院
へ
」

「
正
法
寺
ヘ
」

「
勝
宝
寺
ヘ
」

「
下
司
方
ヘ
月
別
田
人
」

「
本
所
ヘ
月
別
田
人
銭
」

「
田
銭
下
用
」
と
し
て
三
貫
三

O
文
が
計
上
さ
れ
て

、.}、，内
lv
桐，ι句噌こ

の
う
ち
鷺
嶋
本
所
は
四
天
王
寺
の
こ
と
で
、
鷺
嶋
下
司
に
つ
い
て
は
前
述
し

た
大
覚
寺
文
書
を
継
承
し
た
単
位
と
考
え
ら
れ
る
が
こ
の
段
階
で
の
収
取
者
は
わ

か
ら
な
い
。
ま
た
鷺
嶋
風
呂
へ
の
支
出
が
あ
り
、
都
市
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
勝
楽
寺
は
承
久
の
大
般
若
経
を
有
し
た
寺
院
で
、
聖
徳
太
子
建
立
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の
由
緒
が
あ
り
一
時
は
荒
廃
し
た
が
三
好
長
慶
が
再
興
し
、
近
世
に
は
黄
集
宗
に

改
め
ら
れ
た
と
い
現
。
常
法
寺
・
勝
宝
寺
は
音
が
似
通
っ
て
い
る
が
別
個
の
寺
院

な
の
か
も
わ
か
ら
ず
実
態
は
不
明
だ
が
、
周
辺
に
立
地
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
城
庵
室
は
城
福
寺
の
こ
と
で
、
帳
簿
の
年
紀
を
記
し
た

後
に
記
さ
れ
た
田
地
一
ヶ
所
に
は
「
京
進
米
」

「
大
蔭
祈
」
と
い
っ
た
記
載
が
あ

り
、
大
蔭
庵
へ
の
支
出
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
王
寺
一
舎
利
出
は
応
永
三

一
年
(
一
四
二
四
)
五
月
ま
で
も
の
に
文
明
八
年
(
一
四
七
六
)
ま
で
の
新
寄
進
分
を

加
え
た
「
天
王
寺
金
堂
舎
利
講
記
録
」
に
直
接
の
対
応
関
係
は
不
明
だ
が
、
鷺
嶋

荘
か
ら
一
舎
利
出
へ
納
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
複
数
見
ら
れ
目
的
。
ま
た
地
蔵
院
に

つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
正
法
寺
は
北
野
杜
書
写
一
切
経
で
志
宜
森
正
法
寺
と

し
て
見
え
た
寺
院
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

堺
方
は
都
市
堺
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
部
分
が
他
の
寺
院
へ
の
支
出
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
外
に
鷺
嶋
荘
に
は
崇
禅
寺
領
が
存
在
し
た
こ
と
も

知
ら
れ
、
荘
園
と
い
っ
て
も
領
域
が
一
円
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

田
地
一
筆
毎
に
得
分
権
者
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
錯
綜
し
た
状
況

だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
前
述
し
た
細
川
持
春
の
城
福
寺
宛
禁
制
に
は
甲
乙
人
乱

入
狼
籍
な
ど
一
般
的
な
も
の
四
ケ
条
と
、

「
寺
領
住
家
百
姓
等
、
閤
一
一
寺
家
一
癌
レ
人

事
」
と
い
う
条
項
か
ら
な
る
が
、
百
姓
に
と
っ
て
頼
る
べ
き
手
段
は
い
く
ら
で
も

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
収
納
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、

実
務
能
力
を
有
し
た
寺
院
の
存
在
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
、
こ
の
帳
簿
は
物
語
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
寺
院
と
結
び
つ
く
こ
と

で
、
京
な
ど
外
部
勢
力
が
所
領
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
寺

院
相
互
の
関
係
で
錯
綜
し
た
所
領
の
持
ち
合
い
で
支
え
ら
れ
て
い
た
の
が
室
町
期

51 

の
当
該
地
域
の
状
況
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
や
個
別
事
例
に
踏
み
込
ん
だ
が
、

寺
院
相
互
が
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
に
、
地
域
支
配

の
要
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

む
す
び
に
か
え
て

史
料
紹
介
に
終
始
し
た
感
は
あ
る
が
、
室
町
期
の
淀
川
水
系
と
り
わ
け
中
・
下

流
域
に
立
地
し
た
寺
院
群
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
寺

院
は
荘
園
制
と
の
関
わ
り
で
成
立
し
た
荘
祈
願
寺
的
性
格
を
有
す
る
も
の
だ
が
、

単
独
で
は
な
く
相
互
に
関
係
を
も
ち
な
が
ら
存
立
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
当
該
地

域
で
は
多
数
の
国
街
領
や
寺
社
免
田
が
残
存
し
、
領
域
型
荘
園
に
よ
る
よ
う
な
地

域
編
成
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
寺
社
名
そ
の
も
の
が
所
領
単
位
に
な
る
こ
と
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す
ら
あ
り
、
京
と
も
近
い
こ
と
も
あ
り
、
多
様
な
経
路
で
結
び
つ
き
を
有
し
て
い

た
。
ま
た
河
川
交
通
が
発
達
し
た
た
め
、
都
市
の
拠
点
寺
院
的
な
性
格
を
も
有
し
、

そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
そ
の
も
の
が
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
前
提
と
な
り
、
堤
の
維

持
な
ど
都
市
の
公
共
的
機
能
も
分
掌
し
て
い
た
。
寺
院
そ
の
も
の
も
所
領
を
集
積

し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
錯
綜
し
な
が
ら
も
相
互
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。
京
と
の
領
主
的
・
宗
教
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

七
ヶ
所
・
中
嶋
・
河
辺
郡
・
武
庫
郡
な
ど
地
域
レ
ベ
ル
、
尼
崎
・
天
王
寺
な
ど
都

市
レ
ベ
ル
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
複
雑
に
展
開
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
結
び
目
と

し
て
寺
院
が
機
能
し
て
お
り
、
地
域
社
会
の
中
核
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

き
て
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
河
内
畠
山
氏
は
深
刻
な
一
族
対
立
を
続
け
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
が
、
明
応
二
年
(
一
四
九
二
一
)
の
細
川
政
元
に
よ
る
将
軍
義
材
廃
立
で
い

っ
た
ん
は
紀
伊
に
逃
れ
た
畠
山
尚
順
は
、
明
応
八
年
に
対
立
す
る
畠
山
基
家
を
や

ぶ
り
、
九
月
に
は
淀
川
中
下
流
域
を
制
圧
し
た
。

一
二
月
に
は
再
び
政
元
軍
に
よ

り
紀
伊
に
逐
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
一
時
的
な
も
の
だ
が
、
そ
の
時
の
配
置
は

「
屋
形
尾
張
守
ハ
天
王
寺
・
長
福
寺

ト
ヒ
・
神
保
ハ
天
王
寺

遊
佐
河
内
十
七

↑ 
所

誉
田
千
町
鼻

椎
名
渡
那
部

以
上
、
天
王
寺
ハ
七
千
間
在
所
云
々
」

(「大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
九
月
一
三
日
条
)
と
さ
れ
る
。
尚
順
(
尾
張
守
)
が
入
っ
た
の
は
天

王
寺
と
北
野
社
一
切
経
書
写
に
登
場
す
る
大
庭
長
福
寺
、
遊
佐
の
入
っ
た
一
七
ケ

所
に
も
関
連
す
る
多
数
の
寺
院
が
立
地
し
、
椎
名
の
入
っ
た
渡
辺
に
は
仏
勝
寺
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
武
家
が
押
さ
え
よ
う
と
し
た
拠
点
に
は
有
力
寺
院
が
立
地

し
て
お
り
、
地
域
支
配
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一

方
で
戦
国
の
争
乱
を
乗
り
越
え
て
存
続
し
た
の
は
四
天
王
寺
の
み
で
、
そ
れ
以
外

の
寺
院
は
こ
と
ご
と
く
廃
絶
し
て
い
る
。
荘
園
制
の
解
体
と
村
・
町
が
支
配
の
単

位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
、
室
町
期
ま
で
寺
院
の
担
っ
て
い
た

多
面
的
な
機
能
が
別
の
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
た
た
め
、
存
立
基
盤
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

【註】
(
1
)
加
地
宏
江
・
中
原
俊
章
『
中
世
の
大
阪
』
松
鎖
社
、
一
九
八
四
年
、
河
音
能
平

『大

阪
の
中
世
前
期
』
清
文
堂
、
三
O
O
二
年
。
拙
稿
「
平
安
時
代
の
摂
津
国
衡
・
住
吉

社
・
渡
辺
党
」
(
栄
原
永
遠
男
・
仁
木
宏
編
『
難
波
宮
か
ら
大
坂
へ
』
和
泉
書
院
、

三
O
O
六
年
)
・
「
中
世
渡
辺
津
の
展
開
と
大
阪
湾
」
(
『大
阪
の
歴
史
』
七
O
、

一一
O
O
七
年
)
・
「
中
世
四
天
王
寺
の
展
開
と
膝
下
地
域
」
(
発
表
予
定
)
。

(
2
)
白
井
「
北
野
社
一
切
経
と
経
王
堂
|
一
切
経
会
と
万
部
経
会
」
(
『日
本
仏
教
」
一
一
一
、

一
九
五
九
年
)
。

(
3
)
梅
津
「
室
町
時
代
の
北
野
万
部
経
会
」
(
『日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

要
』
入
、
二
O
O
二
年
)
・
「
室
町
時
代
の
北
野
覚
蔵
坊
l
勧
進
と
造
営
|
」
(
『仏

教
芸
術
』
二
九
四
、
二
O
O
七
年
)
。

(
4
)

「
北
野
一
切
経
奥
書
」
(
請
求
番
号
六
一
一
七
l
八
)
。

(
5
)
以
上
と
し
た
の
は
、
連
続
す
る
経
巻
で
奥
書
が
記
さ
れ
い
な
い
も
の
を
除
外
し
た
た

め。

(
6
)
香
川
県
歴
史
博
物
館
「
海
に
聞
か
れ
た
都
市
1
高
松
|
港
湾
都
市
九
O
O
年
の
あ
ゆ

み
|
』
二
O
O
七
年
、
上
野
進
「
中
世
野
原
を
め
ぐ
る
寺
社
と
領
主
」
(
上
野
ほ
か

編

『中
世
讃
岐
と
瀬
戸
内
世
界
港
町
の
原
像
上
』
岩
田
書
院
、
二
O
O
九
年
)
。

(
7
)
翻
刻
で
は
「
越
後
治
垂
」
・
「
安
芸
治
田
」
と
さ
れ
、
写
真
で
も
そ
う
判
読
す
る
こ

と
は
可
能
だ
が
、
都
市
名
か
ら
判
断
し
て
沼
の
く
ず
し
字
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

(
8
)
寺
院
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
平
凡
社
刊
行
の
日
本
歴
史
地
名
大
系
・
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ

ツ
ジ
版
(
宮
G
一¥¥
4『
4

3

」
名
目
宵
ロ
0
4『

-amm-no目
)
に
拠
っ
た
。
以
下
で
も
寺
院
・

地
名
の
概
要
・
近
世
へ
の
寺
院
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
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が
多
い
が
、
煩
雑
な
た
め
注
記
は
し
な
い
。

(
9
)
北
野
社
一
切
経
の
引
用
は
、
経
典
名
と
大
日
本
史
料
で
の
翻
刻
頁
数
と
す
る
。

(
叩
)
河
内
一
七
ケ
所
に
つ
い
て
は
湯
川
敏
治
「
河
内
十
七
ヶ
所
」
、
本
節
に
登
場
す
る
寺

院
に
つ
い
て
は
尾
崎
安
啓
「
信
仰
の
世
界
」
(
何
れ
も
『
寝
屋
川
市
史
』
第一

O
巻、

二
O
O
八
年
)
に
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
山
田
徹
「
河
内
十
七
ケ
所
・
八

ケ
所
と
摂
津
国
中
島
」
(
二

O
一
二
年
三
月
三

O
日
、
大
阪
歴
史
学
会
中
世
史
部
会

報
告
)
は
本
稿
の
地
域
理
解
に
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

(
日
)
荘
祈
願
寺
に
つ
い
て
は
、
坂
本
亮
太
「
中
世
荘
園
と
祈
願
寺
」
(
『ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
九
人
、
二

O
O
六
年
)
な
ど
参
照
。

(
ロ
)
「
仁
和
寺
諸
院
記
」
(
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
)
。

(
日
)
年
未
詳
「
法
橋
覚
寛
書
状
」
(
『民
経
記
』
寛
喜
三
年
十
月
記
紙
背
文
書
入
)

o

覚

寛
は
花
山
源
氏
出
自
の
仁
和
寺
僧
で
、
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

(
M
H
)

田
中
文
英
「
俊
乗
房
重
源
の
活
動
と
地
域
社
会
摂
津
困
を
中
心
に
」
(
『院
政

と
そ
の
時
代
|
王
権
・
武
士
・
寺
院
』
恩
文
閣
出
版
、
二

O
O
三
年
)
。

(
日
)
「
玉
英
記
抄
」
(
『大
日
本
史
料
』
六
l
六
、
暦
応
四
年
四
月
一
四
日
条
)
。

(
路
)
藤
沢
一
夫
・
梶
山
彦
太
郎
「
安
曇
寺
跡
と
渡
辺
別
所
」
(
『大
阪
市
文
化
財
年
報
昭

和
六
一
年
度
』

一
九
八
八
年
)
。

(
口
)
松
尾
信
裕
「
安
曇
寺
跡
推
定
地
発
掘
調
査

(
A
Z
O
五
一
)
報
告
書
」
(
『大
阪

市
内
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
発
掘
調
査
報
告
書
(
一
一
O
O
五
)
』
一一
O
O
六
年
。

(M)
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編

『大
和
郡
山
市
西
方
寺
所
蔵
一
切
経
調
査
報
告
書
』
大
和

郡
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
年
)
。

(
四
)
「
熊
野
詣
日
記
」
(
『神
道
大
系
文
学
編
五
参
詣
記
』
)。

(
却
)
元
徳
二
年
十
月
十
三
日
「
藤
原
基
信
請
文
案
」
(
『中
世
寺
院
に
お
け
る
内
部
集
団

史
料
の
調
査
・
研
究
」
科
研
報
告
書
課
題
番
号
一
五
三
二

O
O
八
四
、
二

O
O
六
年
、

宝
珠
院
文
書
一
四
七
)
。
教
性
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
鎌
倉
後
期
の
尼
崎
長
洲
荘

『悪

党
』
教
念
・
教
性
の
活
動
を
通
じ
て
|
」
(
『
地
域
史
研
究
』
三
九
|
一
、
二

O
O
九

年
)
参
照
。

(
幻
)

『摂
津
尼
崎
大
覚
寺
史
料
(
一
)
槻
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
絵
巻
・
大
覚
寺
縁
起
絵
巻
』

月
峯
山
大
覚
寺
、
二

O
O
五
年
。
同
書
所
収
の
前
田
徹
「
中
世
港
湾
都
市
尼
崎
と
槻

峯
寺
・
大
覚
寺
縁
起
絵
巻
」
参
照
。

(m)
阿
部
隆
一
「
室
町
以
前
成
立
聖
徳
太
子
伝
記
類
書
誌
」
(
聖
徳
太
子
研
究
会
編

『聖

徳
太
子
論
集
』
平
楽
寺
書
庖
、
一
九
七
一
年
)
・
阿
部
泰
郎
「
『
正
法
輪
蔵
』
東
大

寺
図
書
館
本
|
聖
徳
太
子
絵
伝
絵
解
き
台
本
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『芸
能
史
研

究
」
八
二
、
一
九
人
三
年
)
・
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
『
中
世
聖

徳
太
子
伝
集
成
二
真
名
本
下
』

(
勉
誠
出
版
、
二

O
O
五
年
、
牧
野
和
夫
解
題
)

H

引
用
は
同
書
に
よ
る
・
同

『中
世
聖
徳
太
子
伝
集
成
五
真
名
本
」
(
勉
誠
出
版
、
二

0
0
五
年
、
小
秋
元
段
解
題
)
、
阿
部
泰
郎
「
『
聖
徳
太
子
伝
」
総
説
」
(
真
福
寺

善
本
叢
刊

『聖
徳
太
子
伝
」
臨
川
書
応
、
二

O
O
六
年
)
な
ど
。

(
お
)
「
四
天
王
寺
執
行
政
所
引
付
」
に
垂
髪
中
間
と
し
て
「
芹
因
坊
新
次
郎
」
が
(
棚
橋

利
光
編

『四
天
王
寺
古
文
書
第
一
巻
』
六
二
頁
)
、
「
慶
長
六
年
四
天
王
寺
坊
領
諸

役
人
配
分
帳
」
に
衆
徒
と
し
て
「
芹
因
坊
」
(
『同
』
一
一
二
九
頁
)
が
み
え
る
。

(
剖
)
回
岡
香
逸
「
摂
津
川
遁
郡
多
田
村
満
願
寺
蔵
大
般
若
経
に
つ
い
て
」
(
「
史
迩
と
美

術
』
二
五
|
入
、
一
九
五
四
年
)
・
江
谷
寛
「
淀
川
川
底
に
眠
る
寺
院
跡
」
(
『大

阪
の
歴
史
』
一
九
、
一
九
人
六
年
)
。
大
般
若
経
の
紹
介
は
両
論
文
に
拠
る
。

(
お
)
「
大
坂
石
山
寺
内
町
の
復
元
的
考
察
」
(
中
部
よ
し
子
編

『大
坂
と
周
辺
諸
都
市
の

研
究
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
)
・
「
大
坂
寺
内
町
の
空
間
構
造
」
(
上
横
手

雅
敬
監
修
、
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆
夫
編
『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閤
出

版
、
一
九
九
四
年
)
・
「
大
坂
石
山
寺
内
町
の
復
元
・
再
論
」
(
『寺
内
町
研
究
』

三
、
一
九
九
八
年
)
。

(
お
)
岡
本
良
一
「
石
山
本
願
寺
と
法
安
寺
」
(
『日
本
歴
史
』
三
五
O
、
一
九
七
七
年
)
。

(
幻
)
『
大
阪
の
部
落
史
」
一
(
解
放
出
版
社
、
二

0
0
0年
)
古
代
・
中
世
一
一
一
一
七
。

(
お
)
前
掲
「
大
坂
寺
内
町
の
空
間
構
造
」
。
「
寺
中
買
得
分
」
と
と
も
に
守
護
代
か
ら
徳

政
免
除
を
受
け
た
た
め
だ
が
、
寺
院
名
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
安
寺
の
よ

う
に
本
願
寺
の
影
響
下
に
あ
っ
た
他
宗
派
の
寺
院
の
可
能
性
も
棄
て
き
れ
な
い
の
で

は
な
い
か

(m)
古
市
義
秀
「
西
教
寺
の
歴
史
と
信
仰
」
(
邦
光
史
郎
・
古
市
義
秀

『古
寺
巡
礼
記
五

西
教
寺
』

一
九
八
O
年
、
淡
交
社
)
。

(
初
)
大
津
研
一
「
上
町
台
地
の
宗
教
的
様
相
四
天
王
寺
を
中
心
に
」
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引

『難
波
宮
か
ら
大
坂
へ
』
)
。

(
担
)
本
事
業
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
橋
本
初
子
「
古
文
書
か
ら
み
た
室
町
時
代
の
勧
進

活
動
」
(
『中
世
東
寺
と
弘
法
大
師
信
仰
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
O
年
)
・
伊
藤

俊
一
「
南
北
朝
i
室
町
時
代
に
お
け
る
東
寺
修
造
勧
進
の
変
容
」
(
『室
町
期
荘
園

制
の
研
究
』
塙
書
一
房
、
一
一

O
一
O
年
)
が
詳
し
い
。

(
沼
)
両
末
寺
帳
は
、
松
尾
剛
次
「
西
大
寺
末
寺
帳
苧
l
中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
|
」
(
『
勧

進
と
破
戒
の
中
世
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
)
の
翻
刻
に
よ
る
。

(
お
)
拙
稿
「
河
尻
の
槍
物
商
人
」
(
『地
域
史
研
究
」
コ
一
五
二
、
二

O
O
六
年
)
・
前

掲
「
鎌
倉
後
期
の
尼
崎
」
。

(
鈍
)
大
覚
寺
文
書
一
一
一
四
(
『兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
一
』
)
。

(
お
)
「
宝
珠
院
文
書
」
三
函
五
人
な
ど
(
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
蔵
写
真
帳
)

o

同

文
書
群
に
つ
い
て
は
共
同
で
研
究
会
を
も
ち
、
小
橋
勇
介
氏
が
堤
に
つ
い
て
報
告
し

た。

(
お
)
『
新
修
大
阪
市
史
第
二
巻
』

(
一
九
八
人
年
)
第
四
章
第
二
節
一
の
鷺
島
荘
の
項
目

(
四
九
六
1
五
O
O頁
)
。

(
釘
)
「
長
禄
二
年
以
来
申
次
記
」
(
『群
書
類
従
』
一
一
一
乙
。
古
野
貢
氏
の
御
教
示
に
よ

る
と
文
書
で
も
確
認
で
き
る
と
い
う
。

(
お
)
細
川
一
族
に
つ
い
て
は
、
末
柄
豊
「
細
川
氏
同
族
領
国
体
制
の
解
体
と
畿
内
領
固
化
」

(
石
井
進
編

『中
世
の
法
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)
・
吉
野
貢

『中

世
後
期
細
川
氏
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
八
年
に
詳
し
い
。

(
お
)

『斎
藤
基
恒
日
記
』
嘉
吉
元
年
閏
九
月
条
。
摂
津
守
護
に
つ
い
て
は
、
今
谷
明

『守

護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
・
前
掲

『新
修
大
阪

市
史
』
第
四
章
第
一
節
(
今
谷
明
執
筆
)
が
全
体
像
を
示
し
て
い
る
。

(
却
)
永
暦
元
年
七
月
日
「
広
隆
寺
所
司
申
文
案
」
(
『
平
安
遺
文
』
七
巻
三
一

O
O
号、

東
寺
百
合
文
書
)
で
、
広
隆
寺
が
富
島
荘
を
国
領
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
「
数
代

例
」
に
よ
り
免
除
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
広
隆
寺
領
は
「
国
判
」
に
よ
っ
て
免

除
さ
れ
る
免
田
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
王
家
領
と
し
て
立
荘
さ
れ
た
後
も
存
続
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
橋
一
樹

『中
世
荘
園
と
鎌
倉
幕
府
」
(
塙
書
房
、
二

O

O
六
年
)
参
照
。

(
但
)
大
覚
寺
文
書
三
一
(
『兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
一
」
)
。

(
必
)
『
鷺
洲
町
史
』

(
大
阪
西
成
郡
鷺
洲
町
役
場
、
一
九
二
五
年
)
一
七
六
九
頁

(
川
崎
)
前
掲

『四
天
王
寺
古
文
書
一

』

一
O
入
・
一
一
五
・
一
六
五
頁
。

(
関
西
園
大
学
非
常
勤
講
師
組
合
)
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